
○主な改正内容について（魚津市土木設計業務等標準委託契約約款） 

 

（１）意匠の実施の承諾等について（第７条の２（ア）（イ）） 

改正意匠法において、建築物（土木構造物含む）の外観・内装のデザインが新たに意

匠法の保護対象となったことから、受注者が意匠登録を行う場合や意匠登録を受ける権

利及び意匠権の譲渡に関する規定を設けた。 

 

（２）契約不適合責任について（第 39条関係） 

改正民法において「瑕疵」の文言が「種類又は品質に関して契約の内容に適合しない

もの」に改められるとともに、その場合の発注者の権利として履行の追完請求権と代金

の減額請求権が定められたことから、約款においてもこれに合わせた改正を行った。 

 

（３）発注者の契約解除権について（第 40条～第 43条関係） 

改正民法において解除権については催告解除と無催告解除に分けて規定がされたこと

を踏まえ、約款においても発注者の解除権について催告解除と無催告解除に分けて規定

した。 

催告解除については改正民法同様、債務不履行の内容が軽微であるときは、契約を解

除できないこととし、無催告解除については、民法に規定されている解除事由を約款に

おいても規定した。 

また、契約の解除について、この根拠が発注者の責めに帰すべき事由によるものであ

るときは、契約を解除することはできないこととした。 

 

（４）受注者の契約解除権について（第 44条～第 46条関係） 

上記（３）同様、改正民法にあわせ受注者の解除権についても、催告解除と無催告解

除に分けて規定した。 

催告解除については改正民法同様、債務不履行の内容が軽微であるときは、契約を解

除できないこととした。 

また、契約の解除について、この根拠が受注者の責めに帰すべき事由によるものであ

るときは、契約を解除することはできないこととした。 

 

（５）解除に伴う措置について（第 48条関係） 

契約の解除に伴う措置として、業務の完了後の契約の解除については、発注者及び受

注者双方の協議により、解除に伴い生じる事項を処理することを規定した。 

 

（６）発注者の損害賠償請求権について（第 49条関係） 

発注者の損害賠償請求権について、成果物の引渡し後の契約解除、債務の本旨に従っ

た履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときを追加した。 

成果物の引渡し前の解除については、違約金の支払い（損害賠償の予定）とすること

を引き続き規定した。 

また、損害賠償請求の根拠が受注者の責めに帰すべき事由でないときは、発注者は損

害賠償請求できないこととした。 

 

（７）受注者の損害賠償請求権について（第 50条関係） 

受注者の損害賠償請求権について、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の

履行が不能であるときを追加した。 

また、損害賠償請求の根拠が発注者の責めに帰すべき事由でないときは、受注者は損

害賠償請求できないこととした。 



 

 

（８）契約不適合責任の担保期間について（第 51条関係） 

契約不適合の責任期間について、引き渡しを受けた日から３年以内でなければ、契約

不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求又は契約の解

除（以下「請求等」という。）をすることはできないこととした。 

この請求等は、具体的な契約不適合の内容等、請求等の根拠を示して、受注者の契約

不適合責任を問う意思を明確に告げることで行うこととした。 

また、上記の期間の終了直前に契約不適合を発見し、期間内にその旨を通知したとき

は、１年以内に請求等を行うことで期間内に請求等をしたものとみなすこととした。 

発注者が上記の請求等をした場合、当該請求等に係る契約不適合について、民法の消

滅時効の範囲内でその他の必要と認められる請求等を行うことができることを明示した。 

改正民法 637 条第１項の規定は契約不適合責任期間については適用しないこととした。 

発注者が引渡しの際に契約不適合を知った時は直ちに通知しなければならないという

現行約款の規定を維持した。 

契約不適合が受注者の故意又は重過失によるものであるときは、これらの期間制限は

適用せず、民法の定めによるものとした。 

また、契約不適合が発注者の指図によるものであるときは、発注者は契約不適合を理

由に請求等を行うことができないこととした。 

 

（９）多年度契約への対応について（第 33条（ｂ）・第 54条・第 58条） 

  多年度契約へ対応するための条文を追加規定した。 

  ※通常、単年度の契約約款には記載しない。 

 

以上 

 

 


